
～豊能町で農業をはじめませんか～ 

『とよの就農支援塾』令和８年度塾生募集要項 

 

「農業に興味があるけどきっかけがない」、「本格的に就農を目指したい」、こうした 

方々に向けて豊能町では、『とよの就農支援塾』を 4月に開校します。 

 

１ 目 的： 

農業の担い手を育成することを目的に、豊能町内で就農を目指す方を対象に町内の 

農家や農業指導専門家等の技術指導のもとで農業技術・経営に関する講習を行い、必 

要な技術・知識を習得できるようにします。 

２ 募集人数：１０名程度 

３ 講習期間：令和８年４月 ～ 令和９年３月（１年間・30回/年） 

【開催日程】（予定） 

 プレ講習期間(4月~6月) 本講習期間(7月~12月) 熟成講習期間(1月~3月) 

R8.4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 R9.1 月 ２月 3 月 

講義日 11 日（土） 9日（土） 13 日（土） 4日（土） 1日（土） 5日（土） 3日（土） 7日（土） 5日（土）  13 日（土） 13 日（土） 

ほ場管理日 

18 日（土） 2日（土） 6日（土） 11 日（土） 15 日（土）  19 日（土） 17 日（土） 14 日（土） 19 日(土) 16 日（土） 6日（土） 6日（土） 

 16 日（土） 20 日（土） 18 日（土） 22 日（土）  26 日（土） 24 日（土） 21 日（土）     

※上記日程以外にも、日常管理当番等の補助作業や直売所の当番にあてってもらう日があります。 

※天候等の事情により、やむを得ず日程を変更する場合がございます。 

 ※予算成立を開校の条件といたします。 

 

４ 講習内容： 

     ① 技術実習・・・ほ場での実習（主な内容：土づくり、苗づくり、定植、栽培管理、収穫等） 

     ② 経営講習・・・座学（主な内容：販売、食品流通等） 

     ③ ほ場管理・・・ほ場で作付けした作物の管理（月 1～2回） 

 

５ 受講費用： 

      ６０，０００円（年額）   

 

６ 募集対象： 

（１）令和８年４月１日において、年齢満１８歳以上、概ね６５歳までの方。 

（２）上記開催日程に受講できる方。 

（３）卒塾後、豊能町内で就農・経営を目指す意欲的な方。 

（４）就農後は、豊能町直売所「志野の里」の会員となり、農作物を出荷できる方。 

※町内在住、農業経験の有無は問いません。 



７ 申込みに係る手続き等： 

    別紙申込書に必要事項を記入し、持参または郵送により、豊能町都市建設部農林商工 

   課までご提出ください。郵送の場合は、封筒の表面に「とよの就農支援塾申込書在中」 

   と朱書きしてください。なお、提出された書類は返却しません。 

   ※持参の場合、土日祝日を除く、平日の午前９時から午後５時までにご持参ください。 

●申込書の入手方法 

 次の窓口に備えるほか、下記のホームページからもダウンロードできます。 

窓 口 所在地 電話番号 

豊能町都市建設部 

農林商工課 

〒563-0292 

豊能町余野 414番地の 1 
072-739-3424 

豊能町役場吉川支所 
〒563-0103 

豊能町東ときわ台 1-2-3 072-738-0841 

≪豊能町ホームページ≫ 

HP https://www.town.toyono.osaka.jp/kurashi/nourinshoukou/ 

nouringyou/page007742.html 

８ 申込期間：令和８年３月２日（月）から ３月１３日（金）まで 【必着】 

     

９ 選考方法：書類審査、および面接審査にて決定。 

 

10 面接審査： 

[日 時]令和８年３月２０日（金・祝） [予備日：令和８年３月21日（土) ＊応募者多数の場合のみ] 

[場 所]豊能町役場 本庁２階大会議室 ＊開始時刻は、直接申込者に通知いたします。 

 
11  選考結果通知 

選考結果は、３月２６日（木）に発送を予定しています。 
＊審査結果・合否内容等に関するお問い合せについては、お答えいたしませんので、予めご了解ください。 

12 申込先および問合せ先： 

    〒563-0292  大阪府豊能郡豊能町余野 414番地の 1 

豊能町 都市建設部 農林商工課（本庁舎 3階） 

TEL:072-739-3424     FAX:072-739-1919 

E-Mail:noumidori@town.toyono.osaka.jp 

13 就農支援： 

卒塾後の就農にあたって、農地の貸借及び資金調達等の相談・支援を行います。 

 

14 個人情報の管理： 

    本事業への申込みに際し町が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に 

利用することはありません。 

   ・本事業における合否判定審査・事業管理 

   ・本事業に係る事務連絡、資料送付、効果分析、卒塾後の相談等 

https://www.town.toyono.osaka.jp/kurashi/nourinshoukou/

